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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
化
の
推
進
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
化
の
推
進
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
抜
本
的
な
見
直
し
」
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
効
果
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
目
的
で
あ

る
利
用
者
中
心
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
に
立
ち
返
っ
た
業
務
改
革
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
シ
ス
テ
ム
整
備

を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
五
に
規
定
さ
れ
て
い
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
平
井
大
臣
の
発
言
以
降
、
B
P
R
（
抜
本
的
な
業
務
改
革
）
も
含
め
た
見
直
し
は
進

ん
で
い
る
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
関
係
申
請
・
届
出
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
利
用
促
進
に
向
け
、

「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
シ
ス
テ
ム
の
利
便
性
の

向
上
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

十
九
条
の
十
五
に
規
定
す
る
内
容
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
政
治
活
動
の
自
由
と
密
接
に
関
連

す
る
事
柄
で
あ
り
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

「
M
i
c
r
o
s
o
f
t 

E
d
g
e
が
使
用
で
き
な
い
条
件
が
あ
る
の
か
」
及
び
「
そ
う
し
た
条
件
が
あ
る
場
合
、
政



 

２ 

 

治
資
金
関
係
申
請
・
届
出
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
案
内
に
つ
い
て
は
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
回
答

を
さ
れ
た
い
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
M
i
c
r
o
s
o
f
t 

E
d
g
e
」
の
う
ち
、
令
和
二
年
一
月

に
配
信
さ
れ
た
M
i
c
r
o
s
o
f
t 

E
d
g
e
（
C
h
r
o
m
i
u
m
）
で
は
、
仕
様
に
よ
り
添
付
書
類
へ
の
電
子
署

名
の
付
与
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
改
善
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
現
在
M
i
c

r
o
s
o
f
t 

E
d
g
e
（
C
h
r
o
m
i
u
m
）
で
は
添
付
書
類
へ
の
電
子
署
名
の
付
与
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

利
用
者
へ
の
案
内
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ブ
ラ
ウ
ザ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
レ
ベ
ル
で
の
設
定
に
お
け
る
制
限

は
あ
る
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
I
n

t
e
r
n
e
t 

E
x
p
l
o
r
e
r

11
」
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
添
付
書
類
へ
の
電
子
署
名
の
付
与
が
で
き
る
よ

う
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
本
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
総
務
省
の
審
査
完
了
ま
で
の
処
理
手
続
」
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
政
治
団

体
か
ら
提
出
さ
れ
た
届
出
書
類
を
受
け
付
け
、
当
該
届
出
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
政
治
団
体
に
確
認
を
取
り

な
が
ら
形
式
審
査
を
行
っ
て
審
査
完
了
と
な
る
。
御
指
摘
の
「
標
準
処
理
期
間
」
は
設
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
審



 

３ 

 

査
完
了
ま
で
に
要
す
る
時
間
の
短
縮
に
向
け
、
事
務
の
見
直
し
に
係
る
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
「
届
出
事
項

等
の
異
動
届
以
外
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
る
各
手
続
に
お
い
て
処
理
時
間
及
び
処
理
手
続
の
相
違
は
あ
る
か
」
と
の
お

尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
総
務
大

臣
又
は
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
当
該
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
十
一
月
三
十
日
ま

で
に
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
報
告
書
の
受
理
後
、
公
表
ま
で
の
間
に
総
務
省

及
び
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
形
式
審
査
等
を
行
っ
て
お
り
、
「
届
出
事
項
等
の
異
動
届
」
に
係
る
処
理
時
間

及
び
処
理
手
続
と
は
相
違
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
時
点
の
、
菅
義
偉
内
閣
に
お
け
る
各
国
務
大
臣
・
・
・
が
届
け
出
た
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
の
令
和
二
年
定
期
分
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
（
提
出
期
限
は
令
和
三
年
五
月
末
）
」
及
び
「
令
和
三
年
五
月

三
十
一
日
時
点
の
、
衆
参
両
院
の
現
職
国
会
議
員
が
届
け
出
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
令
和
二
年
定
期
分
の
政
治
資
金

収
支
報
告
書
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
利
用
に
よ
る



 

４ 

 

提
出
を
し
た
者
の
人
数
及
び
氏
名
」
及
び
「
全
体
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
提
出
割
合
」
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
の
提
出

先
が
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
あ
る
も
の
も
あ
る
た
め
網
羅
的
に
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
改
修
に
よ
り
、
令
和
二
年
八
月
二
十
日
に
措
置

済
み
で
あ
る
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
調
達
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
に
お
け
る
「
電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
場
合
の
ブ
ラ
ウ
ザ
」
と
し
て
、
御
指
摘
の

「
I
n
t
e
r
n
e
t 

E
x
p
l
o
r
e
r

11
（
32
b
i
t
版
）
」
に
加
え
、
令
和
四
年
五
月
よ
り
、
M
i
c
r
o
s
o

f
t 

E
d
g
e
及
び
G
o
o
g
l
e 

C
h
r
o
m
e
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の

「
O
S
」
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
M
i
c
r
o
s
o
f
t 

W
i
n
d
o
w
s
」
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
利
用
企
業

の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
推
奨
環
境
の
対
象
に
追
加
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

五
に
つ
い
て 



 

５ 

 

 
 

現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
国
民
が
利
用
す
る
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
利

用
可
能
な
O
S
を
M
i
c
r
o
s
o
f
t 

W
i
n
d
o
w
s
に
限
定
し
て
い
る
も
の
」
は
、
総
務
部
資
格
審
査
シ
ス
テ
ム
、

金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
等
の
開
示
書
類
に
関
す
る
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
、
金
融
庁
業
務
支
援
統
合
シ

ス
テ
ム
、
総
合
無
線
局
監
理
シ
ス
テ
ム
、
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
、
財
政
融
資
資
金
電
算
機
処
理
シ
ス
テ

ム
、
政
府
借
入
金
入
札
シ
ス
テ
ム
、
医
師
等
免
許
登
録
確
認
シ
ス
テ
ム
、
医
薬
品
医
療
機
器
申
請
・
審
査
シ
ス
テ
ム
、
科
学

的
介
護
情
報
シ
ス
テ
ム
、
統
合
型
臨
床
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
検
索
サ
イ
ト
、
一
元
的
な
輸
出
証
明
書
発
給
シ
ス
テ
ム
、
農
林
水

産
省
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
、
品
種
登
録
業
務
関
連
シ
ス
テ
ム
、
化
審
法
低
生
産
量
・
少
量
新
規
化
学
物
質
申
出
シ
ス
テ
ム
、

化
審
法
届
出
書
作
成
支
援
ソ
フ
ト
、
鉱
業
原
簿
登
録
シ
ス
テ
ム
、
産
業
標
準
策
定
シ
ス
テ
ム
、
省
エ
ネ
法
・
温
対
法
電
子
報

告
シ
ス
テ
ム
、
フ
ロ
ン
法
電
子
報
告
シ
ス
テ
ム
、
空
域
使
用
計
画
管
理
機
能
、
港
湾
整
備
事
業
支
援
統
合
情
報
シ
ス
テ
ム
、

自
動
車
登
録
検
査
業
務
電
子
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
、
自
動
車
保
有
関
係
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
、
電
子

契
約
シ
ス
テ
ム
（
工
事
・
業
務
）
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
シ
ス
テ
ム
、
道
路
占
用
シ
ス
テ
ム
、
放
射

線
源
登
録
管
理
シ
ス
テ
ム
、
建
設
C
A
L
S
及
び
中
央
調
達
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
利
用
可
能
な
ブ
ラ
ウ

ザ
を
I
n
t
e
r
n
e
t 

E
x
p
l
o
r
e
r
や
M
i
c
r
o
s
o
f
t 

E
d
g
e
に
限
定
し
て
い
る
も
の
」
は
、
総



 

６ 

 

務
部
資
格
審
査
シ
ス
テ
ム
、
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
等
の
開
示
書
類
に
関
す
る
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
、

金
融
庁
業
務
支
援
統
合
シ
ス
テ
ム
、
総
合
無
線
局
監
理
シ
ス
テ
ム
、
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
、
財
政
融
資

資
金
電
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
、
政
府
借
入
金
入
札
シ
ス
テ
ム
、
医
師
等
免
許
登
録
確
認
シ
ス
テ
ム
、
科
学
的
介
護
情
報
シ
ス

テ
ム
、
統
合
型
臨
床
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
検
索
サ
イ
ト
、
一
元
的
な
輸
出
証
明
書
発
給
シ
ス
テ
ム
、
植
物
防
疫
所
業
務
シ
ス
テ

ム
、
農
林
水
産
省
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
、
品
種
登
録
業
務
関
連
シ
ス
テ
ム
、
鉱
業
原
簿
登
録
シ
ス
テ
ム
、
J
C
M
登
録
簿
、

港
湾
整
備
事
業
支
援
統
合
情
報
シ
ス
テ
ム
、
自
動
車
登
録
検
査
業
務
電
子
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
、
自
動
車
保
有
関
係
手
続
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
、
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
（
工
事
・
業
務
）
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
、
特
殊
車
両
通
行
許

可
シ
ス
テ
ム
、
放
射
線
源
登
録
管
理
シ
ス
テ
ム
、
建
設
C
A
L
S
及
び
中
央
調
達
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
「
O
S
及
び
ブ
ラ
ウ

ザ
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
改
善
す
べ
き
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
各
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
状
況
等
に
応
じ
て
、

対
応
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

六
の
１
に
つ
い
て 

 
 

国
民
が
利
用
す
る
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
I
n
t
e
r
n
e
t 

E
x
p
l
o
r
e

r
ブ
ラ
ウ
ザ
を
前
提
と
し
た
シ
ス
テ
ム
運
用
に
な
っ
て
い
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
「
使
用
ブ
ラ
ウ
ザ
」
に
対
応
で
き



 

７ 

 

る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

六
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
政
府
内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
P
C
等
の
端
末
」
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
各
府
省
L
A
N

を
利
用
し
て
い
る
端
末
に
つ
い
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
I
n
t
e

r
n
e
t 

E
x
p
l
o
r
e
r
ブ
ラ
ウ
ザ
に
限
定
し
た
仕
様
と
な
っ
て
い
る
も
の
」
も
一
部
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
他
の
「
使
用
ブ
ラ
ウ
ザ
」
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
適
切
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 


